
 

   

 

兵庫県佐用町 

ひと まち 自然がきらめく 共生の郷 佐用 

 

記者発表（資料配布）本紙のみ 

月／日（曜日） 担当部課名 電話番号 
発表者名 

（担当者名） 

平成 25 年 7 月 1 日（月）

午後 4 時 00 分 

総務課 

総務人事室 
0790-82-2549 

室  長 岡本隆文 

（室長補佐 山田裕彦）

 

件名： 一般行政職（初級） 町職員を募集します 

 

 

■採用予定日 平成 26 年４月１日以降 

 

■試験職種、採用予定人員及び受験資格 

 （1）試験職種と採用予定人員 

  ア 一般行政職（初級職）事務職   ････ ３名 

  イ 一般行政職（初級職）保育士   ････ １名 

 （2）受験資格 

高校を卒業しているかた及び平成 26 年 3 月高校卒業見込みのかたで、昭和 59 年 4 月 2日から 

平成 8年 4月 1日までに生まれたかた。 

ただし、保育士は保育士資格を有するか、平成 26 年 3 月までに取得見込みのかたに限ります。 

 

■試験の日時、場所、方法及び発表 

 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対して行います。 

 （1）第１次試験 

ア 日時及び場所  平成 25 年 9 月 22 日（日）試験 午前 10 時 00 分開始 

佐用町コミユニティ防災センター（佐用消防署内） 

イ 方 法 教養試験と作文試験について行います。 

ウ 合格発表  平成 25 年 10 月中旬 

（2） 第２次試験 

ア 日時及び場所  平成 25 年 11 月中旬。日時及び場所は、第１次試験合格者に通知します。 

イ 方 法  口述試験を行います。 

（3） 最終合格発表  平成 25 年 11 月下旬頃 

 

■給 与 

 （1）初任給 一般行政職   高校卒 月額 140,100 円 

          短大卒 月額 149,800 円 

          大学卒 月額 161,600 円 

（2）諸手当は、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等給与条例に定めるところにより支給。 

  

■受験手続き及び受付期間 

役場総務課に所定の申込書がありますので、事前にお取り寄せの上、8 月 9 日（金）までに申し込ん

でください。 

【郵送の場合の送り先】 

〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用 2611 番地 1  

 佐用町役場 総務課 総務人事室 職員係  宛  


